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ロシア、軍事演習を延長　米国務長官「情勢は侵攻寸前」

【モスクワ=桑本太、ワシントン=坂口幸裕】ロシアは20日、同日終了予定だったベラルーシとの合同軍事演習の延長を決めた。ウクライナ東部の情勢が悪化しているた

めとしている。演習終了後にベラルーシから撤収するはずだった推定3万人規模のロシア軍は駐留を続ける。バイデン米大統領は20日、国家安全保障会議を開きロシア

への対応を協議する。

サキ大統領報道官は19日の声明で、バイデン氏がホワイトハウスでウクライナ情勢について安全保障担当者から報告を受けたと明らかにした。ウクライナ国境付近の部

隊増強を続けるロシア軍が、いつでもウクライナへの侵攻を開始できる状況にあると確認した。

ブリンケン米国務長官は20日の米CNNテレビの番組で「あらゆることが侵攻寸前だと示唆している」としたうえで「バイデン氏はいつ、いかなる形式でも対話の用意が

ある」とプーチン大統領に呼びかけた。ブリンケン氏はロシアが侵攻しなければ、24日にラブロフ外相と会談する。

ウクライナ軍と親ロシア派武装勢力の衝突は激化している。停戦を監視する欧州安保協力機構（OSCE）は18日夜までの24時間で、ウクライナ東部ドネツク、ルガンス

クで砲撃などの停戦合意違反を前日の80%増の計1566回確認した。米メディアによると、ウクライナ国境近くのロシア軍部隊の40～50%が攻撃態勢にある。

マクロン仏大統領は20日、プーチン氏と電話で協議した。ロシア大統領府によると、プーチン氏はウクライナ東部の緊張はウクライナ軍の挑発によるものだと主張し

た。仏大統領府によると、両首脳は外交的解決を目指すことで一致した。

主要7カ国（G7）は19日、ドイツ南部ミュンヘンで緊急外相会合を開き、ウクライナ情勢に関する共同声明を発表した。ロシアによるウクライナ周辺での軍備増強への

「重大な懸念」を表明。ロシアに対話を呼びかける一方、ウクライナに侵攻すれば「経済・金融制裁を含め甚大な結果を招く」と警告した。

バイデン政権はロシアに侵攻を思いとどまるよう働きかけを続ける。ハリス副大統領とブリンケン国務長官をドイツ南部のミュンヘンに派遣し、国際会議に合わせて集

まったウクライナや同盟国などと調整を続けた。

ハリス氏は19日、現地でウクライナのゼレンスキー大統領と会談した。ロシアが侵攻すれば「迅速かつ厳しい経済制裁を科す。世界中の同盟国と一体で実行する用意が

ある」と伝達。両氏は外交による緊張緩和の重要性を確認した。

ハリス氏はドイツのショルツ首相、北大西洋条約機構（NATO）のストルテンベルグ事務総長らとも会い、対ロ政策をすり合わせた。こうした内容をバイデン氏にも報

告した。

ブリンケン氏は19日、ドイツメディアのインタビューで、実際にロシア軍によるウクライナ侵攻を阻止するためギリギリまで「あらゆる外交手段を講じる」と述べた。

侵攻を決断したと分析するプーチン氏に翻意を促すのは「非常に難しいが、可能性があるか確認するのが外交を担う私の責任だ」と語った。

ブリンケン氏はロシアが侵攻していなければ、24日にラブロフ外相と会談する予定だ。ロシアが2021年12月に示した欧州安全保障に関する合意案で意見を交わすもよう

だ。米国はロシアがこだわるNATOの東方拡大停止の確約などを拒否すると回答した。

米国の回答では米欧とロシアの双方が軍事演習や地上配備型中距離ミサイルの配備を制限する妥協案を示した。ブリンケン氏はインタビューで「（ロシアと）協力でき

る分野はたくさんある」と指摘。一方「ウクライナの北方、東方、南方に15万人超のロシア軍がいる状態で前進させるのは非常に困難だ」と話した。
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紙の約束手形、取り扱い廃止要請へ　政府が金融業界に
26年目標へ前進

政府は全国銀行協会など金融業界に対し、手形交換所での約束手形の取り扱い廃止を検討するよう要請する。紙の約束手形の利用を2026

年に廃止する目標の実現に向けて一歩踏み込む。現金化まで時間がかかり、中小企業の資金繰りを圧迫しがちな商慣行の改善をめざす。

経済産業省、金融庁など関係省庁が22日に会合を開き、全銀協など金融業界団体に要請する。産業界にも所管省庁を通じて、26年の利用

廃止に向けた具体的な段取りやスケジュールを立てるよう求める。

手形交換所は多くの金融機関が持ち寄った手形を交換し、決済する施設で、全国107カ所にある。21年の手形交換高は122兆円と5年前に

比べて約7割減少したが、中小企業にとって約束手形はなお資金繰りの重要な手段となっている。

ただ約束手形は一般に現金化するのに数カ月かかる。下請けの中小企業にとっては取引から現金を手にするまでの時間が長く、資金繰り

を圧迫する恐れがある。

政府はまず24年までに決済期限が60日以上の約束手形を規制する方針だ。さらに交換所の廃止で銀行振り込みによる支払いを広め、それ

が難しい企業には電子記録債権（電子手形）への移行を促したい考えだ。

金融機関にとっても紙の約束手形は保管や受け渡し、交換所での仕分けなど事務負担が大きく、電子手形の普及には前向きだ。電子手形

の仲介インフラである「でんさいネット」の活用は徐々に増加し、20年度には22兆円超の請求があった。全銀協は利用料の値下げなど普

及促進策を検討する方針だ。

一方、企業側の準備の進展は思わしくない。経産省のアンケートでは26年までに約束手形の利用を廃止すると答えた企業は発注側が

29.2%、受注側は11.7%にとどまる。

大企業を中心に印紙税や管理コスト削減のため約束手形の利用を見直す動きが広がる一方、手元資金の不足や業界の商慣行で銀行振り込

みへの早期移行が難しい企業も少なくないとみられる。政府の要請に強制力はなく、どこまで紙の約束手形の利用が減らせるかは不透明

な面もある。
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